
令和８年４月より、物価高騰およ
び公定価格の上昇に伴い、愛西
市の３歳未満児の利用者負担額
（保育料）を見直しさせていただき
ます。

詳しくはこちら→
問子育て支援課☎（５５）７１１８

令和８年度の寝具洗濯乾燥
サービスについては、４月に申し
込み期間を設け、７月に実施をす
る予定です。
詳細については、広報あいさい

４月号でお知らせします。
問高齢福祉課☎（55）7116

障害児者福祉の状況を踏まえ、
令和8年4月から愛西市在宅障害
者扶助料の見直しをさせていた
だきます。
対象者／
【１種】
身体障害者手帳１級、２級、３級
療育手帳A判定、B判定、精神
障害者保健福祉手帳１級、２級
の方
支給額：月額2,000円

【２種】
身体障害者手帳４級、精神障害
者保健福祉手帳３級の方
支給額：月額1,000円
問社会福祉課☎（５５）７１１５

日光川下流流域関連愛西市公
共下水道事業の計画を変更する
ため、変更案を縦覧します。
縦覧期間／２/１２（木）～２５（水）
午前９時～午後４時（土・日曜
日、祝日は除く）
縦覧場所／下水道課
※変更案に意見のある方は、縦
覧期間中に市に対して意見
書を提出することができま
す。

問下水道課 ☎(５５)７１２４

【株式会社西日本宇佐美様から】
令和７年９月１８日に、株式会社
西日本宇佐美様（津島市）から市
事業に役立ててくださいと現金
100万円の寄附をいただきまし
た。ご意向のとおり活用させてい
ただきます。
ありがとうございました。

【日本生命保険相互会社様から】
令和７年１１月１１日に、日本生
命保険相互会社様（大阪市中央
区）から市事業に役立ててくださ
いと現金の寄附をいただきまし
た。ご意向のとおり活用させてい
ただきます。
ありがとうございました。

【株式会社Ｏｎｅ’ｓ Ｈｏｕｓｅ様から】
令和７年１１月１７日に、株式会
社Ｏｎｅ’ｓ Ｈｏｕｓｅ様（名古屋市中
村区）から市事業に役立ててくだ
さいと現金の寄附をいただきまし
た。ご意向のとおり活用させてい
ただきます。
ありがとうございました。

日時／2/18（水）午後２時～
場所／シルバー人材センター本
所（佐織総合福祉センター内）
募集要件／60歳以上の愛西市民
で、心身ともに健康で働く意欲
のある方
問シルバー人材センター本所
　☎(24)5588

【広報あいさい】
媒体／「広報あいさい」最終ペー
ジ（裏表紙）毎月１回（各月１日
付）発行
対象期間／5～10月号
広告数・規格／毎号（月）１枠
　最終ページ（裏表紙）
縦27cm×横18cm
表紙裏面4色刷り
掲載料／1枠 10万円
申し込み／各期限までに申請書・
必要書類を添え、問い合わせ先
へ(先着順)

【ホームページ バナー】
媒体／市ホームページ
対象期間／4月～令和9年3月
広告数・規格／10枠　
トップページ:縦60ピクセル×
横120ピクセル　サイズ:７ＫＢ
以内　ファイル形式:ＧＩＦ（アニ
メーション不可）またはＪＰＥＧ
掲載料／1枠1月　５万円／年
※月単位の場合は、５千円／月
申し込み／申請書・必要書類を添
え、問い合わせ先へ
申込期限／２/2(月)～16(月)
※掲載料には、広告デザイン
料・制作費は含みません。
※「愛西市広告掲載要綱」に基
づく審査有り

問シティプロモーション課
☎(55)7129

愛知県では、消費者を取り巻く
様々な問題に対応するため、消費
者行政の推進にご協力いただけ
る方を募集します。
モニターの主な活動／
①日常生活の中で危険と思われ
る商品、不当な表示、悪質商法
などの観察・県への情報提供
（年２回程度）
②地域・周囲など身近な方への消
費生活に関する情報の提供
③消費生活に関するアンケートへ
の回答（年１回）
④研修会（年１回の予定）への参
加（交通費は自己負担）など
応募条件／県在住の満１８歳以上
任期／県が依頼した日から令和9
年３月３１日まで
謝礼／年額１，５００円以内（予定）
募集期間／１/8（木）～２/24（火）
（消印有効）
応募方法／産業振興課窓口や海
部総合庁舎１階広報コーナーで
配布する所定の応募票（１月８
日配布開始予定）に必要事項を
ご記入の上、問い合わせ先へ郵
送または県ホームページから申
し込み

問県県民文化局県民生活課
　☎０５２（９５４）６１６３

令和７年１２月１６日から特定の
産業に認定されている特定最低
賃金２業種の改定がありました。
【特定最低賃金（時間額）】
鉄鋼業 1,175円
輸送用機械器具製造業 1,146円
問津島市労働基準監督署
　☎（２６）４１５５

市からのお知らせ

くらし

愛西市在宅障害者扶助料の
変更について

くらし

利用者負担額（保育料）の
改定について

寝具洗濯乾燥サービス
くらし

くらし

市公共下水道事業計画の
変更案縦覧

野焼きなどの焼却行為は
法律で禁止されています！

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により廃棄物の
屋外焼却(野焼き)は禁止です！

禁止行為
・ごみをそのまま積み上げて燃やす
・穴を掘って燃やす
・ブロック積みの炉、家庭用の焼却炉やドラム缶、一斗缶などで燃やす
※違反すると５年以下の懲役または１千万円以下の罰金もしくはその
　併科に処せられます。家庭ごみは市のごみ収集日に出してください。

【法律で例外とされている焼却の例】
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うための必要な廃棄物の焼却
　（どんど焼きなどの地域行事における焼却など）
・農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行わ
　れる廃棄物などの焼却（稲わら焼却など）
　※廃ビニールなどの焼却は不可
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微
　なもの（たき火、キャンプファイヤーでの木くずの焼却など）
　※軽微なものとは、煙や臭いなどが近所の迷惑にならない少量な
　　もので、周辺地域の生活環境に“著しい影響”を与えない焼却

【快適な生活環境の維持確保のお願い】
焼却の例外扱いとされている場合であっても、風向きや燃やされ
る量、時間帯などにより近隣住民から「煙がくさい」「洗濯物に臭いが
つく」など、生活環境に影響を及ぼしている等の連絡がありますと、
行政指導の対象になります。
また、周辺の状況によっては、火災の原因になることも考えられ
ます。
例外行為であっても焼却をされる方の都合だけではなく周辺地域
の生活環境に配慮する必要があります。

問環境課 ☎(55)7114
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